


～ 京 都 市 中 小 企 業 融 資 制 度 一 覧 ～（京都市・京都府協調融資制度） ※本紙には京都市・京都府協調融資制度のうち、主なものを記載しています。このほかにも様々な融資制度を御用意して
いますので詳しくは表紙記載の「申込受付・相談窓口」又は京都市産業観光局地域企業振興室までお問合せください。 （令和8年5月1日現在）

【事業成長・持続支援融資】　～一般的な事業資金（長期・固定金利）を希望される方～

対象者 資金名 区分等 金利	（※1） 資金使途 融資期間
（据置期間） 融資限度額 保証料率（年率）	（※2）

一般的な
事業資金を
希望される方

一般資金
①市内で事業を実施している場合 金融機関

所定金利
（※3）

運転資金
設備資金

10年以内
1年以内（ 	②は設備 	）資金の場合
3年以内

有担保2億円、無担保8,000万円

0.35％～1.85％ 保証料率優遇制度(※4)の対象
0.1％又は0.2％引下げ

②取扱金融機関からの独自融資での借入を同時
に受ける場合等 0.3％～1.43％

【セーフティネット融資】　～小規模企業や経営改善に取り組んでおられる方、物価高騰の影響や災害等の被害を受けられた方～

小規模企業
の方	（※5）

小規模企業
おうえん資金

①ベース枠（無担保無保証人） 1.2% 運転資金
設備資金

10年以内
（6箇月以内）

2,000万円 0.5％～1.8％ 保証料率優遇制度（※4）の対象	
0.2％又は0.3％引下げ

②ステップアップ枠（無担保） 1.7%
（※3）

2,000万円 0.45％～1.65％

保証料率優遇制度（※4）の対象	
0.1％又は0.2％引下げ売上高等が減少

している方等 あんしん借換資金

①緊急枠
（売上減少・原材料費高騰など）

1.8%
運転資金
設備資金

10年以内
①、③は
2年以内（	②は1年以内	）設備資金の〔	場合3年以内	〕

有担保2億円、無担保8,000万円

0.35％～1.7％

②モニタリング強化枠
（認定経営革新等支援機関との連携により、

月次で財務状況等を把握・報告）
0.23％～0.95％

③セーフティネット枠	（※6）
（セーフティネット保証が適用される場合）

新規1.2％
借換1.8％

セーフティネット枠【別枠】
有担保2億円、無担保8,000万円 0.75％、0.9％

災害復旧等に
資金が必要な方 災害対策緊急資金 市町村長の発行する「り災（被災）証明書」等を	

受けた方 0.9% 運転資金
設備資金

10年以内
（2年以内） 有担保2億円、無担保8,000万円 0.35％～1.6％

【政策支援融資】　～創業や事業承継、脱炭素経営への転換や SDGs 推進などを考えておられる方～

創業や事業転換
を行う方 創業支援資金

創業
⑴市内で新たに創業・分社化する場合【創業型】
⑵経営者保証なしでの借入を希望する場合【無
保証人型】

1.2％
（※7） 運転資金

設備資金

10年以内
2年以内（	⑵は一定	）条件下で
3年以内

⑴①1,500万円又は②3,500万円*	
⑵①1,500万円又は②3,500万円*
*②は一定条件を満たす場合	（※7）
*限度額は⑴⑵合わせて3,500万

⑴は0.5％（一律）
⑵は0.7％（一律）

事業転換・多角化
⑶事業転換や多角化を実施する場合 1.2％ ⑶2,000万円 0.35％～1.65％

事業承継を行う方 事業承継支援資金

⑴事業承継を3年以内に実施予定、又は事業承
継から3年を経過しておらず、事業承継計画を
有している場合

⑵事業承継を3年以内に実施予定、又は事業承
継から3年を経過しておらず、一定の財務要件
を満たす場合【無保証人型】
⑶都道府県知事の認定を受け、事業承継に係る
　借換を実施する場合【無保証人借換型】

⑴は
「金融機関
所定金利」
⑵、⑶は
1.2％

運転資金
設備資金

⑴は
20年以内
⑵、⑶は
10年以内
（2年以内）

⑴有担保、無担保を問わず
　2億8,000万円
⑵有担保2億円、無担保8,000万円
⑶【別枠】
　有担保2億円、無担保8,000万円

⑴0.15％～1.5％
⑵、⑶0.0％～0.95％

脱炭素経営への
転換を図る方 脱炭素経営促進資金 脱炭素化に係る取組を実施することについて京

都市長の確認を受けた方
1.4％以内

（※3） 設備資金 15年以内
（2年以内） 有担保2億円、無担保8,000万円 0.25％～1.7％

SDGｓの達成
に資する取組を
推進する方

SDGｓ推進
サポート資金

きょうとＳＤＧｓネットワークにおいて定める各種
制度の認定を受けた方 1.1% 運転資金

設備資金
10年以内
（2年以内）

2億円	
（うち運転資金は8,000万円） 0.2％～1.6％

企業価値の
創出・維持・向上
を目指す方

京都市関連
認定制度資金 京都市関連制度の認定等を受けた方 1.2% 運転資金

設備資金
10年以内
（1年以内）

2億円	
（うち運転資金は8,000万円） 0.35％～1.65％

事業実績が
6箇月以上1年未満の場合
①と②の合計で500万円まで

京都市独自

京都市独自

※1	 金利はいずれも固定金利です。（ただし、事業承継支援資金の⑴についてはこの限りでない。）
※2	 保証料率を0.25%又は0.45％上乗せし、経営者保証を提供しないことを選択することが可能です（無担保保険のみ。対象要件あり）。
※3	 金利優遇制度対象（年0.2％引下げ。非正規雇用労働者の正規雇用化を図る場合や、ISO14001認証取得企業などが対象となります。）
※4	 応援隊割引。商工会議所・商工会・地域ビジネスサポートセンター、京都府中小企業団体中央会、京都産業21（中小企業応援隊）の経営支援を受ける場合、	

保証料率を引下げ（保証料率の引下げが最大となるのは、保証協会による会計参与を設置している会社に対する保証料割引と併用した場合）。

※5	 従業員20人（商業・サービス業（宿泊業及び娯楽業を除く。）は5人）以下の中小企業（事業協同小組合等の組合やNPO法人も対象）
※6	 セーフティネット保証に係る市町村長の認定を受けていただく必要があります。
※7	 取扱金融機関からの独自融資での借入が決定している場合は、金融機関所定金利（固定）、融資限度額は独自融資での借入額の範囲内となります。


